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名古屋港管理組合放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成１４年名古屋港管理組合条例第７号）第４条

の規定に違反し、港湾施設等に放置されている自動車について廃物と認定するため、同条例第１０条第３項の規定に基づき次

のように告示する。

平成２５年１０月１５日

名古屋港管理組合管理者

名古屋市長 河村 たかし

１ 下記の自動車の所有者等は、平成２５年１０月２９日までにこの自動車を撤去すること。

２ 上記期限までに撤去されない場合は、廃物と認定し、管理者又は管理者の命じた者若しくは委任した者が、下記物件の

所有者等の負担において処分等を行う。

３ 問い合わせ先 港営部港営課庶務係

告 示

発行所 名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合

塗 色登録番号等車 種 等所 在 地整理番号

赤なし
三菱

パジェロミニ
弥富市楠二丁目６０番地地先２５弥 －００１


